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１ 本市の状況と地方公営企業法適用の背景 

(１) 現時点までの変遷 

平成１２年度～平成１９年度（前回公営企業化時） 

・平成１８年度に多賀城市第三次行政改革大綱に基づき、上水道部との組織

統合及び地方公営企業法の全部を適用した地方公営企業会計に移行。 

・地方公営企業会計への移行に伴い、下水道事業資本費平準化債の発行可能

額が大きく減少（約２億円）、これを補う一般会計繰入金が増大し、市財政

を圧迫することから、地方公営企業会計の適用は平成１８年度の１年間の

み、平成１９年度からは会計制度及び上水道部との組織統合も解消し、現

在に至る。 

平成２６年度（国からの要請） 

・総務省からの通知に伴い、地方公営企業法の財務規定等を適用していない

地方公営企業については、平成２７年度から平成３１年度までの５年間で

同法を適用し、地方公営企業会計に移行するように要請がなされた。 

平成２７年度～現在（再公営企業化への手続き） 

・平成２９年度第２回行政経営会議（平成２９年５月１５日開催）で、地

方公営企業法適用の時期を令和２年４月とすることを決定、地方公営企

業法を適用する際の法適用の範囲（全部適用又は一部適用（財務規定の

み適用））及び組織体制の整備（上水道部との組織統合）の検討を行う

ため、下水道事業法適化検討委員会の設置（以下「検討委員会」という。）

について了承された。 

下水道事業は法適用の適用区分の違いにより、組織、財政、法令関係等の

関係部局との調整や検討事項が多岐に及ぶため、市全体での検討が必要と

なることから、同法を適用する際の法適用の範囲及び組織体制の整備の検

討を行うため、検討委員会を設置し、調査・研究を行ったもの。 

・平成３０年度第４回行政経営会議（平成３０年７月２５日開催）におい

て検討委員会の検討結果を受け、法適用の範囲は全部適用の方向で了承

され、第８回行政経営会議（平成３０年１０月２９日開催）で組織体制

は、上下水道の組織統合（２課６係体制の案）を実施する方向性が了承

された。 

・平成３０年１１月２７日の全員協議会において下水道事業公営企業化

（中間報告）の説明を実施し、市議会から雨水事業を公営企業化するメ

リット等の課題を整理し検証するよう指摘があったもの。 
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 (２) 地方公営企業法適用の目的 

・施設や設備の老朽化に伴う更新投資の増大、人口減少による料金収入の

減少等、公営企業をめぐる経営環境は厳しさを増している状況にある。 

・公営企業の継続経営及びサービスを持続的に提供するためには、自らの

経営状況を正確かつ的確に把握し、計画的な経営と効率化、経営健全化

に取り組むこと。 

・これらを的確に取り組むためには、地方公営企業会計を導入し自らの損益、

資産等を正確に把握すること。 

・地方公営企業会計の果たす役割 

① 業務の遂行状況（経営成績・財政状態）の的確な把握 

② 業績の適正な評価 

③ 利益または損失の確定 

④ 適正な下水道使用料の算定 

(３) 地方公営企業会計適用の推進（国からの要請） 

・平成２６年８月２９日付け 

「公営企業経営に当たっての留意事項について」及び「公営企業会計の

適用拡大に向けたロードマップ」 

損益・資産等の的確な把握のため、地方公営企業法の適用による地方

公営企業会計の導入が必要、特に下水道は基本的に必要。 

・平成２７年１月２７日付け 

「公営企業会計の適用の推進について」 

人口が３万人以上で地方公営企業法の財務規定等を適用していない

地方公営企業については、平成27年度から平成31年度までの５年間

で、同法の全部又は一部を適用し、地方公営企業会計に移行するよう

に要請（地方自治法第245条の４第１項（技術的な助言）に基づく）。

今後は進捗状況等を踏まえて法制化を検討予定。 

・平成３１年１月２５日付け 

「公営企業会計の適用の更なる推進について」 

人口が３万人未満で地方公営企業法の財務規定等を適用していない

地方公営企業についても、平成31年度から令和5年度（平成35年度）

までの５年間で、同法の全部又は一部を適用し、地方公営企業会計に

移行するように要請（地方自治法第245条の４第１項（技術的な助言）に基づく）。

公営企業会計の 

適用範囲が拡大
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◆総務省「公営企業会計の適用の推進（概要）等」（出典：総務省ＨＰ） 

R2    R3    R4    R5    R6 

（平成 31年 1 月発出） 
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２ 地方公営企業法について 

(１) 地方公営企業法の適用事業 

・適用が義務付けられている事業（当然適用事業）。 

・任意で適用することができる事業（任意適用事業）。 

・下水道事業は任意適用事業で、法適用は地方公共団体の判断によるものと

されている。 

・任意適用事業は地方公営企業法の全部を適用する「全部適用」と財務規定

のみ適用する「一部適用」があり、どちらか一方を選択する必要がある。 

区分 項目 法適用前（現在） 法適用後

会計
方式

官公庁会計
歳入と歳出

公営企業会計
収益的収支と資本的収支

経理
方法

単式簿記 複式簿記

経理
認識

現金主義 発生主義

出納
整理
期間

翌年度の５月末まで
なし

（翌年の３月末まで）

市長部局 企業部局

一般行政職員 企業職員

組織

職員の身分

地方公営企業法の法適用範囲と法適用前後の違い

全
部
適
用

適用範囲

一
部
適
用

財
務
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官公庁会計 公営企業会計

＜歳入＞

・事業収入

・補助金

・企業債

・一般会計繰入金

＜歳出＞

・維持管理費

・建設工事費

・起債元利償還金

＜収益的収入＞

・事業収入

・補助金

・長期前受金戻入

＜収益的支出＞

・維持管理費

・企業債支払利息

・減価償却費

３条予算

年度内の現金収支がわかる
損益がわかる 維持管理費

＜資本的収入＞

・補助金

・企業債

・工事負担金

＜資本的支出＞

・工事請負費

・補償費

・用地購入費

４条予算

資産形成と財源がわかる 建築工事費

(２) 官公庁会計方式と公営企業会計方式の違い 

(３) 地方公営企業法適用による効果とメリット 

ア 経営成績や財政状態の明確化 

・発生主義・複式簿記が採用され明確に把握することが可能となる。 

・損益取引、資本取引を明確に区分することが可能となる。 

・経営成績、財政状態を明確に把握することが可能となる。 

イ 下水道使用料に係る対象原価の適正化 

・減価償却費を含めた原価の適正な算定が可能となる。 

ウ 職員意識の向上 

・職員のコスト意識、経営意識の向上が図られる。 

エ 消費税の節税効果 

・法適用に伴って、これまで概念のなかった減価償却費の取扱いにより、

消費税の節税が可能となる。 
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３ 宮城県内の下水道事業の動向 

県内の下水道事業における地方公営企業法の適用状況（H31.4.1現在：県内３５市町村）

●法 適 用 団 体：７団体（20.0％）※網かけは全部適用団体 

№ 市町村名 適用年月日 適用区分 組織体制 

1 仙台市 Ｈ2.4.1（公共・特環）

Ｈ16.4.1（特排・農集）

一部 ・水道局-総務・給水・浄水部 

・建設局-下水道経営部・事業部

2 名取市 Ｈ15.4.1 一部 ・水道事業所 ・建設部下水道課 

3 白石市 Ｈ19.4.1 全部 ・上下水道事業所

4 山元町 Ｈ21.4.1 全部 ・上下水道事業所

5 美里町※ Ｈ28.4.1 一部 ・水道事業所 ・下水道課 

6 涌谷町 Ｈ30.4.1 一部 ・上下水道課

７ 岩沼市※ Ｈ31.4.1 全部 ・水道事業所 ・下水道事業所 

 ※ 美里町、岩沼市については上下水道の組織統合を検討中。 

●法非適用団体：28団体（80.0％）※網かけは全部適用予定団体 

法適用実施予定団体：19団体 うち全部適用：13団体、一部適用：6団体

№ 市町村名 適用予定年度 適用予定区分  № 市町村名 適用予定年度 適用予定区分 

1 石巻市 Ｒ2 一部  11 蔵王町 Ｒ2 全部 

2 塩竈市 Ｒ2 一部  12 大河原町 Ｒ2 全部 

3 気仙沼市 Ｒ2 一部  13 村田町 Ｒ2 全部 

4 角田市 Ｒ2 全部  14 柴田町 Ｒ2 全部 

5 多賀城市 Ｒ2 全部  15 丸森町 Ｒ3 一部 

6 登米市 Ｒ2 全部  16 亘理町 Ｒ2 全部 

7 栗原市 Ｒ2 全部  17 利府町 Ｒ2 全部 

8 東松島市 Ｒ2 一部 18 大和町 Ｒ4 全部 

9 大崎市 Ｒ2 全部  19 女川町 Ｒ3 全部 

10 富谷市 Ｒ2 一部      

検討中：９団体 七ヶ宿町、川崎町、松島町、七ヶ浜町、大郷町、 

大衡村、色麻町、加美町、南三陸町 
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４ 下水道事業法適化検討委員会 

(１) 検討委員会の体制等 

・活動期間 平成２９年７月から平成３０年２月まで 

・検討委員 市長公室（行政経営担当、財政経営担当）、総務部総務課（法令、

人事担当）、管財課、会計課、上水道部管理課から各１名の７名、

前回法適化担当から２名の計９名。 

・検討内容 前提条件を踏まえて、検討委員会での検討内容は、①法適用の範

囲、②上水道部との組織統合の二点を課題として設定し、法適化

する趣旨を主眼に掲げて検討した。 

(２) 検討内容 

ア 平成１８年度法適化時の課題（出典：平成19年2月5日市議会説明会資料他）

(ア) 資本費平準化債発行可能額の大幅な減額（約２億円）に伴う市財政へ

の甚大な影響。 

(イ) 本市の特徴である雨水事業に係る市長部局と企業部局の関係性の整理

について。 

(ウ) 三位一体の改革により、地方交付税等が改革前と比較して約８億円も

の大幅な減少となったこと。 

(エ) 法適化と平行した上下水道の組織統合を実施するに当たり、地方公営

企業会計が定着するまでの間、職員定数の激変緩和策を講じなかった

ため、事務処理において相当な困難と煩雑が生じた。 

イ 課題の整理 

 ① 課題(ア)の検証：「資本費平準化債」と「雨水と汚水の分離」について 

(ア)平成１８年度法適化時の状況 

・法適化の影響から減価償却費が明確化することに伴い、資本費平準化債

が減額となることや雨水事業は公費負担（一般会計負担）の原則から地

方財政法上の特別会計へ戻し、汚水事業のみを法適化し、資本費平準化

債発行可能額の拡大活用をすべきとの問題提起がなされていた。 

(イ)現在の状況 

・平成２８年４月１日付け（総務副大臣通知）「平成２８年度地方債同意等

基準運用要綱等」に基づき、平成２８年度より「資本費平準化債発行可

能額の算定方法の見直し」がなされ、法非適用事業のままでも資本費平

準化債発行可能額が法適用事業と差異が少ない算定方法へと改正された。 

・雨水と汚水の分離については、宮城県を通じて国に確認し、分離はでき

ない旨の回答。  
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 ② 課題(イ)の検証：雨水事業に係る市長部局との関係性について 

(ア)予算・条例等に係る関係 

(イ)雨水事業計画の策定に係る関係 
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(３) 検討委員会としての考え方

ア 法適用の範囲を選択するに当たっての考え 

・直近のメリットや下水道課の作業だけを考えれば断然、一部適用の方が

事務量は少ないが、将来的に維持管理費や人件費の抑制を考えた場合は、

全部適用の方が有利である。 

・段階を踏んで一部適用から全部適用・組織統合について今回と同様に再検

討を行うと、さらに「ヒト・モノ・カネ」に時間と手間がかかり、効率的

とは言えない。 

・財務規定等の適用に要する経費の財源である「公営企業会計適用債」が

平成３１年度末までであり、時限的な地方財政措置である。 

・将来を見据えると、「維持管理費の抑制」のためには、業務範囲が広い 

「上下水道統合型」包括業務委託の方が費用削減と事務効率化に対して

最大限に効果がある。 

イ 検討委員会の基本的な考え 

・令和２年４月から法適用の範囲を「全部適用」とすることが最善と考えら

れる。 

・「上下水道の組織統合」は関係部局と十分に協議・調整し、今後の動向を

注視しながら、実施へ向けて目指す必要があると考えられる。 
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５ 上下水道の組織統合（組織体制の検証） 

(１) 上水道部と建設部下水道課で検討した内容 

ア 目的 

・水道事業と下水道事業は関連する業務が多い。 

・職員の身分取扱いを同等とし人的資産の有効活用及び組織のスリム化を図る。 

・会計事務知識及び経営感覚を共通の土台で捉える事が可能となり、事務処理

が効率的になるとともにノウハウの継承が図られる。 

・お客様（市民や事業者等）に分かりやすいワンストップサービスやシェアー

ドサービス（共通業務集約化によるコスト削減）の充実を図り、時代環境の変化に伴う

多様化・複雑化するニーズへ対応できる強靭な組織体制を目指す。 

イ メリット 

・人工数の適正化及び人件費の削減。 

・共通業務の集約化に伴う事務効率化及び経費削減（包括業務委託等）。 
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(２) 組織統合 

ア 現行の組織体制 

・3課 8係体制：全体4５名 水道 2３名 下水道22名

イ 令和２年度の組織統合（▲１課２係：▲5名） 

・２課６係体制：全体４０名 水道2２名 下水道18名

ウ 参考 平成１８年度の組織統合（出典：H17.11.25全員協議会資料）

・２課５係体制：全体4１名

上水道部

２３名

管理課

１０名

総務

企画係

６名

業務係

３名

工務課

１２名

上水道

施設係

８名

給水係

３名

建設部

下水道課

２２名

経営

管理係

６名

施設

維持係

７名

下水道

工事第一係

４名

下水道

工事第二係

４名

上下水道部

４０名

企業経営課

１５名

経営企画係

９名

財政会計人事

計画財産庶務

料金業務係

５名

上下水道料金
受益者負担金
普及啓発

施設整備課

２４名

事業管理係

５名

事業認可庶務
補助・起債
実施計画

給排水係
６名

給排水設備
指定工事店
給排水台帳

上水道
施設係
６名

工事設計業務
維持浄水関係
施工管理開発

下水道
施設係
６名

工事設計業務
維持ポンプ場
施工管理開発

上下水道部

４１名

管理課

１９名

総務企画係
８名

財政会計人事

契約財産庶務

お客様
サービス係
１０名

給排水設備
上下水道料金
受益者負担金

工務課

２１名

上水道
施設係
８名

事業認可維持
工事設計業務
施工管理開発

下水道
施設係
９名

事業認可維持
工事設計業務
施工管理開発

浄水係
３名

浄水施設管理
水質管理

企業部局 市長部局下水道事業 水道事業 

企業部局 

水道・下水道事業 

※会計区分は別 

企業部局 

水道・下水道事業 

※会計区分は別 
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６ 資本費平準化債について 

・法適用を実施した場合の資本費平準化債発行可能額（見込み）を算定した。

資本費平準化債の発行可能額は、特別会計（法非適用事業）と企業会計 

（法適用事業）を比較しても、金額の差異が少ない状態となっている。 

まとめ 
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７ 昨年の全員協議会を踏まえた課題の検証 

・平成３０年11月 27日に全員協議会にて「下水道事業公営企業化について

（中間報告）」を説明し、市議会から指摘等のあった課題について検証した。 

(１) 内閣府の提案募集方式（特区）についての検証 

ア 質疑概要 

・平成２９年 7 月 8 日第１回仙塩広域行政研究会公開講演会時に内閣府の

職員より、提案募集方式（特区）の説明時に質疑した際、「同様の地理的

要件を有する自治体が共同で提案すれば制度改正の可能性はあるかもし

れない」とした説明を受けたことから、検証すべきとの指摘がなされた。 

イ 提案募集方式の概要 

・地方公共団体から地方分権改革に関する提案を広く募集するもの。 

・提案対象は地方公共団体への事務・権限の移譲及び地方に対する規制緩和

に係る事項で、全国的な制度改正に係る提案が対象となり、全国一律の移

譲が難しい場合、個々の地方公共団体の発意に応じた選択的な移譲の提案

も対象となる。 

ウ 提案募集方式に関するＦＡＱ（出典：内閣府「提案募集方式ハンドブック（H29版）」抜粋） 

エ 検討結果 

・上記ウより、提案対象は事務・権限の移譲や規制緩和に係る事項であり、

雨水と汚水の分離は地方財政措置（地方債計画等）の変更等となり、財源

措置に関係するものと考察され、なじまないもの（対象外）である。 

・提案募集方式は、受付窓口が内閣府で、内容精査は所管官庁（総務省）が

考察するので、結局は同様の見解（雨水と汚水の分離不可）となる。
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(２) 上下水道の組織統合による人件費などの削減の検証

ア 質疑概要 

・人件費などの抑制に係る具体的な数値を示すべきとの指摘がなされた。 

イ 検討結果 

・人件費については、全体で５名が削減される。 

統合前（Ｈ31）：水道 ２３名 ＋ 下水道 ２２名 ＝ ４５名 

統合後（Ｒ２）：水道 ２２名 ＋ 下水道 １８名 ＝ ４０名（▲５名） 

▲５名の増減内訳（水道 ▲１名、下水道 ▲４名） 

(３) 雨水事業を分離する国等への要望や近隣市町への働き掛けの検証 

ア 総務省及び県への確認状況 

№ 照会日 本市の照会 総務省及び県からの回答 

1 H18.8.25

雨水を地方財政法上の特別会

計、汚水を地方公営企業法上の特

別会計としてそれぞれ分離する

形で経営することができるのか。 

雨水処理も汚水処理も公共下水道事業で

あり、同一事業である以上、当然に会計

は一つであることから、雨水・汚水を別々

の会計とすることはできないと考える。 

2 H28.3.17
雨水事業と汚水事業を分離して

企業会計化できるのか。 

地方財政法第６条で定める公共下水道事

業は、下水道法第２条で定める公共下水

道であることから、現行制度において雨

水事業と汚水事業の分離経営はできない

もの。

3 H29.7.21

公共下水道事業で地方公営企業

法を適用する場合において、雨水

事業と汚水事業を分離して法適

用をすることは可能か。 

資本費平準化債発行可能額が減少となる

財政上の問題は特別な理由に該当しない

ため、雨水事業と汚水事業を分離して公

営企業法の適用をすることはできない。

雨水事業と汚水事業の分離が可

能である場合の地方財政措置は

どうなるのか。 

地方債を例に挙げると、下水道事業債は

雨水と汚水を含んで充当率１００％であ

るため、分離した場合、地方財政措置の

恩恵が受けられない。

イ 過去の要望状況 

・宮城県市長会を通じて、平成２０年度から平成２２年度までの計５回要望

していた状況で、震災以降においては、溢水対策を重点に置いて要望して

いる状況。 

【要望状況】平成２０年度：春と秋の２回 平成２１年度：春と秋の２回 平成２２年度：春のみの１回
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ウ 近隣市町への状況確認 

・雨水事業の取扱いについて、近隣市町へ状況や考え方等を確認した。 

⇒法適用による効果やメリット、地方公営企業会計へ移行しても、資本費平準

化債発行可能額の差異は少ないため、雨水事業も公営企業化を実施する状況。 

(４) 雨水事業を公営企業化するメリット等の検証 

ア 質疑概要 

・雨水事業は公営企業化になじまないため、本市のメリットになる方式を、

検証すべきとの指摘がなされた。 

【公営企業化によるメリット等の整理】 

①上下水道の組織統合に伴う人的資産の有効活用と組織のスリム化 

⇒法適用前は一般行政職員（地方公務員法）だったが、法適用後（全部適用）

は、上水道部と同じ企業職員（地方公営企業法）となり、職員の身分取

扱いを同等とし、人工数の適正化及び人件費の削減が期待される。 

②共通業務の集約化に伴う事務の効率化及び経費削減 

⇒水道事業と下水道事業は関連する業務が多いため、窓口業務委託や包括業務

委託の実施等により、経費削減が期待される。 

③国補助金（社総交）の交付要件化（公営企業会計への移行義務化） 

⇒社会資本整備総合交付金において、人口３万人以上の地方公共団体につい

ては、令和２年度末までに公営企業会計を適用することが義務付けられ、

令和３年度以降の交付要件化とされたもの。 

本市（市民）にとって公営企業化する際の更なるメリットの検証を実施。 

イ 検討結果 

(ア) 下水道資産の管理における合理性 

・基本的に下水道事業としての資産把握は汚水・雨水とも明確にしておくべ

きである。特に、雨水分の資産把握は重要であり、法適用にあたって雨水を

分離することは、下水道事業全体としての資産整理に不均衡を生じさせる。

・また、雨水の経費は一般会計繰入金により収支均衡を図ることが大原則で

あり、雨水事業の公営企業化が汚水事業の独立採算を妨げるものではない。

(イ) 公営企業化への適応性 

・雨水事業においては、収入が料金収入か租税収入であるかの違いはあるが、

住民福祉の向上を目指すことに関して汚水事業と何ら変わりない。地方公営

企業として財務諸表等を作成、公開するとともに、合理的かつ能率的な経営

により、最少の経費で最良のサービスを提供する主旨は同じである。
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(ウ) 起債償還における経済性（消費税の節税効果） 

・公営企業化前の下水道事業は、消費税額等計算において一般会計から繰り

出される経費のうち起債元金の償還及び利子に充当された経費を不課税の

特定収入として計算する。これに係る消費税相当分は仕入税額控除されず、

節税とはならない。

・一方、公営企業化することにより、繰入れした経費を減価償却費に充当す

ることで、消費税相当分は節税の対象となる。この場合、減価償却に充当す

るということは、経理上は費用となるが実際は現金の外部への流出はなく、

内部留保されることになるため、起債元金の償還に不足を生じることはない。 

・このことから、雨水事業についても公営企業化し、減価償却費を発生させ、

その財源として一般会計からの繰入金を充当することにより、特定収入以外

の収入として当該繰入金における消費税相当分を節税することができる。

雨水事業を公営企業化することで、減価償却費という新たな概念が発生し、

一般会計繰入金充当分の消費税相当分を節税することができる。 

まとめ 
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８ 地方公営企業法適用のための基本方針 

(１) 法適用の時期：「令和 2年 4 月 1 日」から適用

①財務規定等の適用に要する経費の財源である「公営企業会計適用債」が

平成31年度までであり、時限的な地方財政措置であること。 

②今回の国からの要請は法令による縛りはないものの、今後の進捗状況等を

踏まえて、法制化の検討がなされるため。 

(２) 法適用の範囲：「全部適用」で実施

多賀城市下水道事業の適用区分は、以下の理由により「全部適用」とする。 

①下水道事業は、水道事業と関連する業務が多い。 

②水道事業が全部適用であり、同様の扱いにより業務執行上効率的である。 

③今後の組織体制等を考慮すると、職員の身分取扱いを同等とし人的資産の

有効活用及び組織のスリム化を図ることが期待できる。 

④会計事務知識及び経営感覚を共通の土台で捉える事が可能となり、事務

処理が効率的になるとともにノウハウの継承が図られる。 

(３) 組織体制の整備：「上下水道の組織統合」を実施

・上下水道の組織統合については、法適用と同時期に実施すること。 

９ 今後のスケジュール 

・11.25～26   全員協議会（多賀城市下水道事業公営企業化について） 

・１２月議会  定例会・条例改正（設置等に関する条例、関係条例の一部改正）

・ ２月議会  定例会・令和２年度当初予算案（地方公営企業会計） 
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10 法適用と上下水道の組織統合に伴う条例改正 

(１) 多賀城市水道事業の設置等に関する条例の改正 

◆地方公営企業法を適用することにより、同法のうち組織、財務、身分取扱等、

条例で規定する必要のある事項について、「多賀城市水道事業の設置等に関

する条例」を一部改正し、「多賀城市水道事業及び下水道事業の設置等に関

する条例」に改め、以下の点を改正する。 

◆概要（下水道事業の設置に必要な規定の追加） 

・下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用 

・下水道事業の排水区域等を規定 

・水道事業に関する組織、財務、身分取扱の規定について、「水道事業」を

「水道事業及び下水道事業」に変更 

(２) 関係条例の改正 

◆上記（1）の条例改正に伴い、以下の関係条例について改正する。 

ア 関係条例（企業部局） 

№ 条例名 改正概要 

1 多賀城市下水道条例 

市長を公営企業管理者に変更等 
2 

多賀城市公共下水道事業受益者負

担金に関する条例 

3 多賀城市水道事業運営委員会条例 下水道関係を追加 

4 
多賀城市水道事業管理者の給与

及び旅費に関する条例 
水道事業管理者を公営企業管理者

に変更等 
5 多賀城市水道事業給水条例 

イ その他の条例（市長部局） 

№ 条例名 改正概要 

1 多賀城市議会委員会条例 組織名称の変更 

2 多賀城市行政組織条例 分掌事務の削除 

3 多賀城市情報公開条例 水道事業管理者を公営企業管理者

に変更 4 多賀城市個人情報保護条例 

5 多賀城市職員定数条例 市長部局と企業部局の定数の変更 

6 多賀城市特別会計条例 下水道事業特別会計を削除 

7 
多賀城市の私債権の保全及び管理

に関する条例 

水道事業管理者を公営企業管理者

に変更 

(３) 改正時期 

◆１２月議会に提案 



19 

－ 参考資料  
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●出典：地方共同法人日本下水道事業団 研修資料（抜粋） 
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●出典：消費税法基本通達（抜粋） 


